
資料１ 

高安中学校区まちづくり協議会規約の一部改正 

新 旧 対 照 表 

 

現   行 改 正 案 

高安中学校区まちづくり協議会規約 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、高安中学校区まちづくり協議会

（以下「本会」という。）と称する。 

（対象区域） 

第２条 本会の対象区域は、高安中学校区とする。 

 

（目的） 

第３条 本会は、高安中学校区の「まちづくりの目

標」を定めた「高安中学校区わがまち推進計画」

（以下「わがまち推進計画」という。）の実現をめ

ざして、八尾市との協働のもとに、地域住民が一

体となって、地域の課題解決を図り、「住みよいま

ちづくり」を実践することを目的とする。 

（活動） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するために、わ

がまち推進計画に基づき次の事業を行う。 

 ⑴ 本会の予算、決算、広報等に関すること。 

 ⑵ わがまち推進計画の作成及び実施、進捗状況

の評価に関すること。 

 ⑶ 福祉に関すること。 

 ⑷ 防災に関すること。 

 ⑸ 防犯に関すること。 

 ⑹ 美化に関すること。 

 ⑺ 青少年健全育成に関すること。 

 ⑻ その他地域の課題解決やまちづくりの推進

に関して必要な事業に関すること。 

２ 本会は、活動にあたって、営利活動や、特定の

宗教活動または政治活動を目的とする事業は行

わない。 

（事務所） 

第５条 本会の事務所は、高安コミュニティセンタ

ーに置く。 

 

第２章 組織及び役員 

（組織） 

第６条 本会は、別表１に定める各種団体等（以下

「構成団体」という。）で構成する。 

２ 本会への新たな団体等の参加については、総会

の議決によるものとする。 

（役員） 

第７条 本会に、次の役員を置く。 

 ⑴ 会長 １名 

 ⑵ 副会長 複数名 

⑶ 会計 １名 

⑷ 書記 １名 

 ⑸ 監事 ２名 

 ⑹ 運営委員長 １名 

  ⑺ 運営副委員長 １名 
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第２条 本会の対象区域は、高安小中学校区とす
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第３条 本会は、高安小中学校区の「まちづくりの

目標」を定めた「高安小中学校区わがまち推進計
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が一体となって、地域の課題解決を図り、「住みよ
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第４条 本会は、前条の目的を達成するために、わ
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 ⑸ 防犯に関すること。 

 ⑹ 美化に関すること。 

 ⑺ 青少年健全育成に関すること。 

 ⑻ その他地域の課題解決やまちづくりの推進

に関して必要な事業に関すること。 

２ 本会は、活動にあたって、営利活動や、特定の

宗教活動または政治活動を目的とする事業は行

わない。 

（事務所） 

第５条 本会の事務所は、高安コミュニティセンタ

ーに置く。 

 

第２章 組織及び役員 

（組織） 

第６条 本会は、別表１に定める各種団体等（以下

「構成団体」という。）で構成する。 

２ 本会への新たな団体等の参加については、総会

の議決によるものとする。 

（役員） 

第７条 本会に、次の役員を置く。 
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 ⑻ 運営委員 複数名 

 

 

２ 役員は、委員の中から、総会において選任する。 

３ 監事は、本会において、他の役員を兼ねること

はできない。  

４ 総会の承認を得て、本会に相談役又は顧問を置

くことができる。 

（役員の職務） 

第８条 役員の職務は次のとおりとする。 

⑴ 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

⑵ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある

とき又は会長が欠けたときは、その職務を代行

する。 

 ⑶ 会計は、本会の会計を担当する。 

 ⑷ 書記は、本会の書記を担当する。 

⑸ 監事は、本会の会計を監査する。 

⑹ 運営委員長は、本会の運営を総括する。 

⑺ 運営副委員長は、運営委員長を補佐し、運営

委員長に事故があるとき又は運営委員長が欠

けたときは、その職務を代行する。 

⑻ 運営委員は、本会の運営を担当する。 

 

 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は、１年とする。但し、補欠に

より選任された役員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

２ 役員は再任することができる。 

（部会） 

第１０条 本会は、必要に応じて専門的な事項につ

いて活動を行う部会を設置することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 会議 

（総会） 

第１１条 総会は、本会の最高議決機関とし、構成

団体の代表者及び部会の代表者及び区長退任者

及び会長が指名する者（以下「委員」という。）に

よって構成する。 

２ 前項の規定により、会長が委員を指名する場合

は、総会の承認を得るものとする。 

３ 総会は、次の事項を審議し、承認及び議決を行

う。 

⑴ 事業計画及び予算に関する事項 

⑵ 事業報告及び決算に関する事項 

⑶ わがまち推進計画の作成、変更に関する事項 

⑷ 本会の組織、構成団体、委員に関する事項 

⑸  役員の選任に関する事項 

⑹ 規約の改廃に関する事項 

 ⑻ 運営委員 複数名 

⑼ 部会長 まちづくり活性化部会および専門

部会各１名 

２ 役員は、委員の中から、総会において選任する。 

３ 監事は、本会において、他の役員を兼ねること

はできない。  

４ 総会の承認を得て、本会に相談役又は顧問を置

くことができる。 

（役員の職務） 

第８条 役員の職務は次のとおりとする。 

⑴ 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

⑵ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある

とき又は会長が欠けたときは、その職務を代行

する。 

 ⑶ 会計は、本会の会計を担当する。 

 ⑷ 書記は、本会の書記を担当する。 

⑸ 監事は、本会の会計を監査する。 

⑹ 運営委員長は、本会の運営を総括する。 

⑺ 運営副委員長は、運営委員長を補佐し、運営

委員長に事故があるとき又は運営委員長が欠

けたときは、その職務を代行する。 

⑻ 運営委員は、本会の運営を担当する。 

⑼ 部会長は、専門部会を代表し会務を総括す

る。 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は、１年とする。ただし、補欠

により選任された役員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

２ 役員は再任することができる。 

（まちづくり活性化部会） 

第１０条 本会は、必要に応じて専門的な事項につ

いて活動を行うため、まちづくり活性化部会を設

置する。 

２ 前項のまちづくり活性化部会は、別表２に定め

る専門部会を設置する。また、役員会が必要と認

める場合は、総会の議決を経て、新たな専門部会

を設置することができる。 

３ 専門部会は、必要に応じて部会長が招集する。

なお、まちづくり活性化部会長は専門部会長を兼

ねることができる。 

 

第３章 会議 

（総会） 

第１１条 総会は、本会の最高議決機関とし、構成

団体の代表者及び部会の代表者及び区長退任者

及び会長が指名する者（以下「委員」という。）に

よって構成する。 

２ 前項の規定により、会長が委員を指名する場合

は、総会の承認を得るものとする。 

３ 総会は、次の事項を審議し、承認及び議決を行

う。 

⑴ 事業計画及び予算に関する事項 

⑵ 事業報告及び決算に関する事項 

⑶ わがまち推進計画の作成、変更に関する事項 

⑷ 本会の組織、構成団体、委員に関する事項 

⑸  役員の選任に関する事項 

⑹ 規約の改廃に関する事項 
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⑺ その他、本会の運営に重要な事項など会務に

必要な事項 

４ 総会は、会長が招集し、会長が議長を担う。 

５ 総会は、毎年１回開催するほか、会長が必要と

認めた場合又は委員の半数以上の請求があった

場合には、その都度臨時総会を開催する。 

（総会の議事録） 

第１２条 総会の議事については、次の事項を記載

した議事録を作成する。 

⑴ 日時及び場所 

⑵ 委員の現在数と出席者数（書面表決者を含

む） 

⑶ 開催目的、審議事項及び議決事項 

⑷ 議事の経過の概要及びその結果 

（議事録の公開） 

第１３条 地域住民は、会長に申出のうえ、総会の

議事録を閲覧することができる。ただし、個人情

報等、公開することが適当でない情報が含まれて

いる場合においては、会長は、当該部分を除いた

議事録を公開するものとする。 

２ 総会の議事要旨は、公開するものとする。 

（役員会） 

第１４条 役員会は第７条で定める役員をもって

構成する。又、必要に応じて役員以外の委員の出

席を求めることができる。 

２ 役員会は、会長が必要に応じて招集する。 

３ 役員会は次の事項を評議決定する。 

⑴ 事業計画案及び予算案の作成に関する事項 

⑵ 事業報告案及び決算案に関する事項 

⑶ 評議決定した事項を地域住民に周知する事        

 項 

⑷ 総会の議決を要しない会務の執行に関する

事項 

（会議の開催） 

第１５条 会議は、総会を除き、会長が必要と認め

たときに開催する。但し、構成員の過半数の請求

があった場合は、会長は速やかに会議を開催しな

ければならない。 

（会議の運営） 

第１６条 会議は、構成員の過半数の出席により成

立する。 

２ 会議の議事は、出席者の過半数をもって決す

る。可否同数のときは、議長の決するところによ

ることとする。 

３ やむを得ない理由のため、会議に出席できない

構成員は、書面をもって表決することができる。

この場合において、定足数及び議決の規定の適用

については、その構成員は出席したものとみな

す。 

 

第４章 事業計画および予算 

（事業計画及び予算） 

第１７条 本会の事業計画及び予算は、役員会がそ

の案を作成し、総会の議決を経て定めなければな

らない。これを変更する場合も同様とする。 

（事業報告及び決算） 

第１８条 本会の事業報告及び決算は、役員会が作

⑺ その他、本会の運営に重要な事項など会務に

必要な事項 

４ 総会は、会長が招集し、会長が議長を担う。 

５ 総会は、毎年１回開催するほか、会長が必要と

認めた場合又は委員の半数以上の請求があった

場合には、その都度臨時総会を開催する。 

（総会の議事録） 

第１２条 総会の議事については、次の事項を記載

した議事録を作成する。 

⑴ 日時及び場所 

⑵ 委員の現在数と出席者数（書面表決者を含

む） 

⑶ 開催目的、審議事項及び議決事項 

⑷ 議事の経過の概要及びその結果 

（議事録の公開） 

第１３条 地域住民は、会長に申出のうえ、総会の

議事録を閲覧することができる。ただし、個人情

報等、公開することが適当でない情報が含まれて

いる場合においては、会長は、当該部分を除いた

議事録を公開するものとする。 

２ 総会の議事要旨は、公開するものとする。 

（役員会） 

第１４条 役員会は第７条で定める役員をもって

構成する。又、必要に応じて役員以外の委員の出

席を求めることができる。 

２ 役員会は、会長が必要に応じて招集する。 

３ 役員会は次の事項を評議決定する。 

⑴ 事業計画案及び予算案の作成に関する事項 

⑵ 事業報告案及び決算案に関する事項 

⑶ 評議決定した事項を地域住民に周知する事        

 項 

⑷ 総会の議決を要しない会務の執行に関する

事項  

（会議の開催） 

第１５条 会議は、総会を除き、会長が必要と認め

たときに開催する。ただし、構成員の過半数の請

求があった場合は、会長は速やかに会議を開催し

なければならない。 

（会議の運営） 

第１６条 会議は、構成員の過半数の出席により成

立する。 

２ 会議の議事は、出席者の過半数をもって決す

る。可否同数のときは、議長の決するところによ

ることとする。 

３ やむを得ない理由のため、会議に出席できない

構成員は、書面をもって表決することができる。

この場合において、定足数及び議決の規定の適用

については、その構成員は出席したものとみな

す。 

 

第４章 事業計画および予算 

（事業計画及び予算） 

第１７条 本会の事業計画及び予算は、役員会がそ

の案を作成し、総会の議決を経て定めなければな

らない。これを変更する場合も同様とする。 

（事業報告及び決算） 

第１８条 本会の事業報告及び決算は、役員会が作
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成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後、総

会の承認を得なければならない。 

 

第５章 会計 

（経費） 

第１９条 本会の経費は、包括交付金、補助金、委

託料、助成金、協賛金、寄附金その他の収入をも

って充てる。 

（会計年度） 

第２０条 本会の会計年度は、毎年４月1日に始ま

り、翌年３月31日に終わる。 

（監査と報告） 

第２１条 監事は、会計年度終了後に会計監査を行

い、総会に報告する。 

（会計及び資産帳簿の整備及び公開） 

第２２条 本会は、会計の透明性を確保するため、

会計及び資産に関する帳簿を整備する。 

２ 地域住民は、会長に申し出のうえ、会計及び資

産に関する帳簿を閲覧することができる。ただ

し、個人情報等、公開することが適当でない情報

が含まれている場合においては、会長は、当該部

分を除いた帳簿を公開するものとする。 

３ 八尾市からの包括交付金等にかかる実績報告、

収支報告等については、公開するものとする。 

 

第６章 高安地区防災計画と自主防災委員  

   会 

（防災委員会の設置） 

第２３条 地区防災計画を率先して策定、推進する

ために「自主防災委員会」（以下「防災委員会」とい

う。）を設置する。 

（防災委員会の組織） 

第２４条 防災委員会は、委員の任期を最低３年間

とし、本会の役員及び各地区より選出された防災

担当をもって構成する。 

２ 防災委員会に次の役員を置く。 

⑴ 委員長 １名 

⑵ 副委員長 複数名 

⑶ 監事 複数名 

３ 委員長は、防災委員会の進捗状況を本会役員会

に報告しなければならない。 

（地区防災計画） 

第２５条 安全・安心で住みよいまちをめざして、

地区防災計画を策定し、八尾市に提案するものと

する。 

２ 防災委員会にて策定した地区防災計画は、総会

の承認を得なければならない。 

３ 災害発生時等、総会の承認を得るいとまがない

ときは、前項の限りではない。 

 

第７章 その他 

（規約の変更） 

第２６条 この規約は、総会において議決を経なけ

れば、変更することはできない。 

（委任） 

第２７条 この規約の施行に際して必要な事項は、

総会の議決を経て、会長が別に定める。 

成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後、総

会の承認を得なければならない。 

 

第５章 会計 

（経費） 

第１９条 本会の経費は、包括交付金、補助金、委

託料、助成金、協賛金、寄附金その他の収入をも

って充てる。 

（会計年度） 

第２０条 本会の会計年度は、毎年４月1日に始ま

り、翌年３月31日に終わる。 

（監査と報告） 

第２１条 監事は、会計年度終了後に会計監査を行

い、総会に報告する。 

（会計及び資産帳簿の整備及び公開） 

第２２条 本会は、会計の透明性を確保するため、

会計及び資産に関する帳簿を整備する。 

２ 地域住民は、会長に申し出のうえ、会計及び資

産に関する帳簿を閲覧することができる。ただ

し、個人情報等、公開することが適当でない情報

が含まれている場合においては、会長は、当該部

分を除いた帳簿を公開するものとする。 

３ 八尾市からの包括交付金等にかかる実績報告、

収支報告等については、公開するものとする。 

 

第６章 高安地区防災計画と自主防災委員  

   会 

（防災委員会の設置） 

第２３条 地区防災計画を率先して策定、推進する

ために「自主防災委員会」（以下「防災委員会」とい

う。）を設置する。 

（防災委員会の組織） 

第２４条 防災委員会は、委員の任期を最低３年間

とし、本会の役員及び各地区より選出された防災

担当をもって構成する。 

２ 防災委員会に次の役員を置く。 

⑴ 委員長 １名 

⑵ 副委員長 複数名 

⑶ 監事 複数名 

３ 委員長は、防災委員会の進捗状況を本会役員会

に報告しなければならない。 

（地区防災計画） 

第２５条 安全・安心で住みよいまちをめざして、

地区防災計画を策定し、八尾市に提案するものと

する。 

２ 防災委員会にて策定した地区防災計画は、総会

の承認を得なければならない。 

３ 災害発生時等、総会の承認を得るいとまがない

ときは、前項の限りではない。 

 

第７章 その他 

（規約の変更） 

第２６条 この規約は、総会において議決を経なけ

れば、変更することはできない。 

（委任） 

第２７条 この規約の施行に際して必要な事項は、

総会の議決を経て、会長が別に定める。 



資料１ 

 

附 則 

１ この規約は、平成24年11月29日から施行する。 

（準備会） 

２ 高安中学校区まちづくり協議会設立準備会は、

平成24年11月29日をもって閉会し、その全てを本

会に継承するものとする。 

３ この規約は、平成28年２月26日から施行する。

ただし、役員の改選は平成28年度の定例総会と

し、それまでの間は前体制を引き継ぐ。 

附 則 

この規約は、令和２年８月24日から施行する。 

 

 

 

別表１ 

 団   体   名 

自治振興委員会 

民生委員児童委員会 

保護司会 

高齢クラブ 

遺族会 

青少年指導員 

こども会育成会 

ＰＴＡ（小中学校） 

少年補導員 

スポーツ推進委員 

ボランティア会 

消防団 

福祉委員会事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

１ この規約は、平成24年11月29日から施行する。 

（準備会） 

２ 高安中学校区まちづくり協議会設立準備会は、

平成24年11月29日をもって閉会し、その全てを本

会に継承するものとする。 

３ この規約は、平成28年２月26日から施行する。

ただし、役員の改選は平成28年度の定例総会と

し、それまでの間は前体制を引き継ぐ。 

附 則 

この規約は、令和２年８月24日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和５年 月 日から施行する。 

 

別表１ 

 団   体   名 

自治振興委員会 

民生委員児童委員会 

保護司会 

高齢クラブ 

遺族会 

青少年指導員 

こども会育成会 

ＰＴＡ（小中学校） 

少年補導員 

スポーツ推進委員 

ボランティア会 

消防団 

福祉委員会事務局 

 

別表２ 

 専門部会名 活動 

1 防犯・防災部

会 

自主防災及び子ども

見守り隊 

2 跡地活用検討

部会 

学校とその他跡地の

利活用検討 

3 地場産業活性

化部会 

マルシェ、朝市および

河内木綿栽培 

4 子育て高齢者

福祉部会 

子育て支援活動及び

高齢者見守り 

5 高安魅力発

信・広報部会 

高安マップ作りおよ

び歴史・文化・自然案

内 

6 コミュニティ

推進部会 

構成団体および専門

部会の調整、健康づく

り、コミセン文化活動 

7 空き家空き地

再生部会 

古民家再生および高

安空き家再生プロジ

ェクト 
 

 


